


定期監査結果報告書 

 

 

第１ 監査の種類 

    財務監査及び行政監査 

 

第２ 監査の対象 

市民生活部 税務課 

 

第３ 監査の期間 

対象期間 令和７年４月１日から令和７年９月３０日まで 

実施期間 令和７年９月２６日から令和７年１１月２７日まで 

 

第４ 監査の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

 （２）契約事務は、書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

 （３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

 （４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 （５）服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。 

 

第５ 監査の実施内容 

    日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。 

監査においては、「第４ 監査の着眼点」に記載されている事項について、  

職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しております。 

 

第６ 監査の結果 

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、 

最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努 

めていると認めます。 
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なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。 

 

 

［要望］ 

① 非強制徴収公債権及び私債権の過年度滞納分について、徴収方法を検討さ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 


